検便陽性時対応マニュアル（ひな型）
制定日：【令和○年○月○日】
施設名：【施設名】

１　目的
　　調理従事者等の病原微生物の保菌状況を把握し、食中毒の発生を未然に防止するため、定期的な検便を実施するとともに、陽性判明時の各種対応を予め規定することを目的とする。

２　検査項目と頻度
ア　定期の検便
	検査項目
	頻度

	腸管出血性大腸菌（O157 等）
	● 回 / 月又は年

	サルモネラ属菌
	● 回 / 月又は年

	赤痢菌
	● 回 / 月又は年

	ノロウイルス
	● 回 / 年(10月〜3月）


　イ　臨時の検便（以下の場合に実施）
①従事者本人に胃腸炎症状があった場合
②従事者の同居家族が胃腸炎症状を呈し、感染性胃腸炎と診断された場合
③食中毒等が疑われる事案が発生した場合
④その他、管理者が必要と判断した場合

３　検便陽性判明時の対応
（１）感染症法で規定する３類感染症に該当する病原体（腸管出血性大腸菌、チフス菌、パラチフス菌及び赤痢菌）が陽性となった場合
　　□　速やかに管轄保健所に情報提供する
　　　　（連絡先：●●保健所/024●-●●-●●●●）
　　□　陽性者に検便結果の写しを渡し、医療機関の受診を勧奨する
　　□　再検査で陰性が確認されるまで出勤を停止する
　　　　（再検査の頻度は受診した医師の判断に従う）
　　□　他の調理従事者及び給食喫食者に胃腸炎症状を呈する者がいるかどうか確認する
　　□　検便陽性者が素手で触れた可能性がある個所（トイレ、手洗い設備、冷蔵庫の取っ手等）及び調理器具を●●●ppmの次亜塩素酸ナトリウムで消毒する
（２）（１）以外の病原体が陽性となった場合
　　□　陽性者に検便結果の写しを渡し、医療機関の受診を勧奨する
　　□　再検査で陰性が確認されるまで食品に直接接触する業務への従事を停止する（再検査の頻度は陽性となった採便日から●週間後とする）
　　□　他の調理従事者及び給食喫食者に胃腸炎症状を呈する者がいるかどうか確認する
　　　　→　複数の発症者が確認された場合は、速やかに管轄保健所に連絡する。（連絡先：●●保健所/024●-●●-●●●●）
　　□　検便陽性者が素手で触れた可能性がある個所（トイレ、手洗い設備、冷蔵庫の取っ手等）及び調理器具を●●●ppmの次亜塩素酸ナトリウムで消毒する

４　陽性者の対応
（１）感染症法で規定する３類感染症に該当する病原体（腸管出血性大腸菌、チフス菌、パラチフス菌及び赤痢菌）が陽性となった場合
□　施設の勧奨に従い、医療機関を受診する
（その際、検便結果を必ず持参し、医師に状況を説明する）
□　陰性が確認されるまで自宅で療養し、毎日の健康状態を記録する
　　□　陽性となった検便の採取日から２週間程度の行動履歴（外食先、外出先等）を忘れないうちにメモする
　　　　（後日、管轄保健所から聞き取り調査があります）
（２）（１）以外の病原体が陽性となった場合
□　施設の勧奨に従い、医療機関を受診する
（その際、検便結果を必ず持参し、医師に状況を説明する）
□　陰性が確認されるまで調理に従事せず、毎日の健康状態を記録する

５　対外的な対応
陽性者を起点とした感染拡大の可能性が高い場合は、管轄保健所に加え、給食の喫食者等の関係先に情報提供し、感染拡大防止を図る。
